
 瀬戸市遺児修学手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２６年９月３０日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第２７号 

瀬戸市遺児修学手当支給条例の一部を改正する条例  

瀬戸市遺児修学手当支給条例（昭和４８年瀬戸市条例第１１号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、母子・父子家庭等の児童を

養育している者に遺児修学手当を支給すること

により、これら児童の健全な育成を助長し、も

って母子・父子家庭等の福祉の増進を図ること

を目的とする。 

第１条 この条例は、母子家庭等の児童を養育し

ている者に遺児修学手当を支給することによ

り、これら児童の健全な育成を助長し、もって

母子等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（支給要件） （支給要件） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次

の各号のいずれかに該当するときは、当該児童

については、支給しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次

の各号のいずれかに該当するときは、当該児童

については、支給しない。 

⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の４に規定する里親に委託されている

とき。 

⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の３に規定する里親に委託されている

とき。 
  

附 則 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、第３条第２

項の改正規定は、公布の日から施行する。  


